
経済労働局会計年度任用職員に関する要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、川崎市会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱（３

１川総人第１１４５号）第２２条の規定に基づき、同要綱その他別に定める

もののほか、経済労働局が所管する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職

員」という。）の職務、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（業務内容、勤務時間等）  

第２条 会計年度任用職員の業務内容、定数、勤務場所、勤務時間等は、別表

に定めるとおりとする。  

（給料又は基本報酬の額）                                                                                                                             

第３条 月額で支給する会計年度任用職員（次項に定める会計年度任用職員を

除く。）の給料又は基本報酬の額は、別表に定める相当する表級号の範囲内に

おいて、本市職員としての経験月数（採用の日前３年間の範囲内に限る。）を

考慮して決定した準用する表級号に定める額に、当該職員の１週間当たりの

勤務時間を３８．７５時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。  

２ 月額又は日額で支給する会計年度任用職員のうち別表に定める会計年度任

用職員の給料又は基本報酬の額は、同表に定めるとおりとする。  

（半日単位の年次休暇）  

第４条 半日を単位として年次休暇を受けることが出来る職については、区分

する時間を別表で定める。  

２ 半日単位の年次休暇は、別表で定める時刻で区分し、２回をもって１日の

年次休暇とする。  

（委任）  

第５条 川崎市会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱及びこの要綱に定

めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、局長が定める。  



附 則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和２年４月１３日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和２年４月２２日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、令和２年１１月２日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、令和３年６月９日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年５月８日から施行する。  

（経過措置）   

２  この改正要綱の施行の日前に改正前の要綱第２条第２項の規定により、勤

務時間の変更を行っている会計年度任用職員については、任用期間満了の日ま

での間、なお従前の例による。  



附 則  

 この要綱は、令和５年１２月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和６年１２月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則  

 （施行期日）  

 この要綱は、令和７年１２月４日から施行する。  

 （遡及適用）  

 改正後の第３条２項の規定は、令和７年１２月１日から遡及して適用する。   



別表  
 

職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

消費者行政センター啓発業

務会計年度任用職員 
(1)センターの啓発・調査等に関する業務  
(2)その他所属長が必要と認める業務 

１ 産業政策部消費者行政セン

ター 
産業政策部消費者行政

センター 
Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号

給～２９号給 
 

28時間45分 8:45～15:30 
（休憩12:00~13:00） 

12:00 月曜日から金曜日までの週５日 土曜日及び日曜日 なし 

消費者行政センター相談業

務会計年度任用職員 
(1)センターの相談等に関する業務   
(2)その他所属長が必要と認める業 務 

２ 産業政策部消費者行政セン

ター 
産業政策部消費者行政

センター 
Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号

給～２９号給 
28時間45分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30～17:15 
(休憩13:00~14:00） 

13:00 月曜日から金曜日までの週５日 土曜日及び日曜日 なし 



職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

観光・地域活力推進部事務補

助会計年度任用職員 
(1)花火大会に関する事務の補助。 
(2)市民祭りに関する事務の補助。 
(3)産業観光等観光情報収集、取りまとめ、市民対応。 
(4)観光プロモーション推進に係るその他の業務・庶務業務。 

１ 観光・地域活力推進部 観光・地域活力推進部 Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

28時間45分 9:30～16:15 
（休憩12:00～13:00） 

12:00 月曜日から金曜日までの

週５日 
土曜日及び日曜日  なし  

農地指導調整業務会計年度任

用職員 
(1)違反転用対策に係る業務に関すること。 
(2)早野地区の活性化に係る業務に関すること。 
(3)農業委員会事務局事務補助を含むその他農地に係る業務に関すること。 
 

１ 都市農業振興センター農

地課 
都市農業振興センター農

地課 
Ｄランク 
行政職給料表（１）１級３０号給

～３５号給 

28時間45分 7：30～17：15の間で

7時間または7時間15
分 
（休憩12:00～13:00） 

7:30から15:45勤務

の場合は11:00 
8:00から16:15勤務

の場合は12:00 
8:30から16:45勤務

の場合は12:00 
9:00から17:15勤務

の場合は14:00 
9:15から17:15勤務

の場合は14:00 
 
 
 
 
 
 

日曜日から土曜日の1週

間において指定する４日

間 

週休日は日曜から

土曜日の 1 週間に

おいて指定する３

日  

なし  
（勤務日が休日の場合は代休） 



職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

生産緑地相談業務会計年度任

用職員 
(1)特定生産緑地の指定等に係る業務 
(2)生産緑地の管理等に係る業務 
(3)その他農地に係る業務 

２ 都市農業振興センター農

地課  
都市農業振興センター農

地課 
Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 
28時間45分 9:30～16:15 

（休憩12:00～13:00） 
12:00 

 
 
 

月曜日から金曜日までの

週５日 
土曜日及び日曜日  なし 

園芸業務会計年度任用職員 (1)所内維持管理業務に関すること。 
(2)園芸の普及、啓発に関すること。 
(3)その他軽易な相談業務に関すること。 
 

３ 都市農業振興センター農

業技術支援センター 
都市農業振興センター農

業技術支援センター 
Ｅランク 
行政職給料表（２）１級２９号給

～３４号給 

28時間45分 (1)8:30～15：15 
（休憩12:00～13:00） 
(2)10:00～16:45 
（休憩12:00～13:00） 
のシフト制 
 
 

(1)8:30から15:15勤

務の場合は11:00 
(2)10:00から16:45
勤務の場合は14:00 
 

(ア)土曜日～水曜日 
(イ)金曜日～火曜日 
(ウ)水曜日～日曜日 
（勤務日が休日の場合は

代休を指定） 

(ア)木・金 
(イ)月・火 
(ウ)水・木 
（週休日に勤務した場合

は振替を指定） 

なし 
（勤務日が休日の場合は代休を 
指定） 

かわさき基準推進業務 
会計年度任用職員 

(1)「かわさき基準」による評価・認証業務の補助に関すること。   
(2)福祉関係者（施設・事業者・製造業者等）の掘り起こしやマッチング支

援業務の補助に関すること。   
(3)その他業務の補助に関すること。 
 

１ イノベーション推進部 イノベーション推進部 Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

28時間45分 10:00～16:45 
（休憩12:00～13:00） 

14:00 
 
 

月曜日から金曜日までの

週５日 
土曜日及び日曜日  なし 

 



職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

勤労者福祉共済相談業務 
会計年度任用職員 

(1)共済事務処理の補助に関すること。  
(2)市内の中小企業に従事する勤労者の福祉増進についての啓発及び相談に

関すること。  
(3)その他共済に関すること。 
 

２ 労働雇用部 労働雇用部 Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

28時間45分 (1)8:30～15：15 
（休憩12:00～13:00） 
(2)9:30～16:15 
（休憩12:00～13:00） 
 
 
 
 
 

(1)11:00 
(2)12:00 

月曜日から金曜日までの

週５日 
土曜日及び日曜日  なし 

労働資料の調査及び刊行業務 
会計年度任用職員 

(1)労働資料の調査に関する業務    
(2)労働資料の刊行に関する業務  
(3)その他所属長が必要と認める業務 
 

１ 労働雇用部 労働雇用部 Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

17時間15分 9:30～16:15 
（休憩12:00～13:00） 

12:00 
 
 
 
 

 
 
 

月曜日から金曜日の間で

指定する３日間 
土曜日及び日曜日 なし 



職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

川崎競輪場警備総括業務 
会計年度任用職員 

(1)競輪開催時等における場内秩序維持、犯罪の未然防止、トラブル対応に

関すること。  
(2)警察署及び他競輪場の警備担当との連絡調整及び会議への出席に関する

こと。 
 

１ 公営事業部業務課 公営事業部業務課 ランク外 
行政職給料表（１）２級７６号給

～８１号給 

４週間あたり116時間 (1)競輪開催日及び場外発

売日 
・8:30～17:15 (休憩時間

は勤務時間の途中におい

て60分)  
(2)ナイター開催の競輪開

催日及び場外発売日 
・12:15～21:00(休憩時間

は勤務時間の途中におい

て60分)  
・12:30～21:15(休憩時間

は勤務時間の途中におい

て60分)  
 (3)競輪非開催日 
・8:30～17:15(休憩時間は

勤務時間の途中において

60分)  
 
 
 

 

8:30から勤務の場合

は12:00、 
12:15から勤務の場

合は15:45又は

16:30、12:30から勤

務の場合は16:00又

は16:45 

4週間において指定する  
15日 

勤務日以外 勤務日が休日に該当した場合の当

該休日 



職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

川崎競輪保安隊隊長業務 
会計年度任用職員 
 
川崎競輪保安隊副隊長業務 
会計年度任用職員 
 
川崎競輪保安隊班長業務 
会計年度任用職員 
 
川崎競輪保安隊隊員業務 
会計年度任用職員 
 

(1)入場門、スタンド等の競輪場内外における暴力団員、集団スリ、コーチ

屋等の入場拒否、排除活動及び警戒活動(いずれも私服着衣とする。)に関

すること。  
(2)ファン相談業務及びファンサービス業務補助(いずれも私服着衣とす

る。)に関すること。  
(3)隊長にあっては、保安隊員の指揮命令及び統括並びに川崎競輪場警備総

括非常勤嘱託員不在時の業務代行  
(4)副隊長にあっては、隊長の補佐及び業務代行  
(5)班長にあっては、隊長及び副隊長の補佐及び業務代行 

９ 
（隊長１名） 
（副隊長１名） 
（班長１名） 
（隊員６名） 

公営事業部業

務課 
公営事業部業務課 川崎競輪保安隊隊長 

ランク外 
行政職給料表（１）２級５８号給

～６３号給 
 
川崎競輪保安隊副隊長 
ランク外 
行政職給料表（１）２級５４号給

～５９号給 
 
川崎競輪保安隊班長業務 
ランク外 
行政職給料表（１）２級５０号給

～５５号給 
 
川崎競輪保安隊隊員業務 
ランク外 
行政職給料表（１）２級４６号給

～５１号給 

4週間あたり116時間 (1)競輪開催日及び場外発

売日 
・8:30～17:15 (休憩時間

は勤務時間の途中におい

て60分)  
(2)ナイター開催の競輪開

催日及び場外発売日 
・12:15～21:00(休憩時間

は勤務時間の途中におい

て60分)  
・12:30～21:15(休憩時間

は勤務時間の途中におい

て60分)  
 (3)競輪非開催日 
・8:30～17:15(休憩時間は

勤務時間の途中において

60分)  

8:30から勤務の場合

は12:00、 
12:15から勤務の場

合は15:45又は

16:30、12:30から勤

務の場合は16:00又

は16:45 

4週間において指定する  
15日 

勤務日以外 

勤務日が休日に該当した場合の当

該休日 



職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

中央卸売市場北部市場管理課

業務会計年度任用職員 
(1)文書の収受及び整理に関すること。 
(2)歳入に関する業務の補助に関すること。 
(3)統計に関する業務の補助に関すること。 
(4)その他一般事務及び業務の補助に関すること。 
 

1 北部市場管理課 北部市場管理課 Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

28時間45分 9:15～16：00 
（休憩12:00～13:00） 

12:00 月曜日から金曜日までの

週５日 
土曜日及び日曜日 なし 

中央卸売市場北部市場早出業

務及び事務補助会計年度任用

職員 

(1)セリ又は入札の立会い及び早朝場内取引の監視に関すること。 
(2)事故品（受託物品）の立会い検査に関すること。 
(3)売買参加章の臨時章の貸出しに関すること。 
(4)販売原票の回収及び整理に関すること。 
(5)場内の監視に関すること。 
(6)その他一般事務及び業務の補助に関すること。 

3 北部市場業務課 北部市場業務課 Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

28時間45分 月曜日から土曜日の間で

下記勤務形態によるシフ

ト制  
(1) 4:00～9:45  
(2)5:00～10:45 

(1)4:00から9:45の

勤務の場合は7:00 
(2)5:00から10:45の

勤務の場合は8:00 

月曜日から土曜日のうち

の５日間 
日曜日及び月曜日又は、

日曜日及び水曜日又は、

日曜日及び土曜日のシフ

ト制 

なし 

地方卸売市場南部市場関係業

務会計年度任用職員 
(1)事故品（受託物品）の立会い検査に関すること。 
(2)販売原票の回収及び整理に関すること。 
(3)場内の監視に関すること。 
(4)文書の収受及び整理に関すること。 
(5)その他一般事務及び業務の補助に関すること。 
 

1 北部市場業務課 地方卸売市場南部市場

（配属：中央卸売市場北

部市場業務課） 

Ｅランク 
行政職給料表（１）１級２４号給

～２９号給 

28時間45分 8:30～15：15 
（休憩12:00～13:00） 

11:00 月曜日から土曜日のうち

の５日間 
日曜日及び、月曜日から 
土曜日までのうち１日 

なし 



 

職名 
業務内容 定数 所管課 

勤務 

場所 

会計年度任用職員（月額）の相当

する表級号の範囲 

あるいは給与又は基本報酬の額 

週の勤務時間 勤務時間・休憩時間 半休区分時間 勤務日 週休日 特に勤務することを命ずる休日 

①競輪事業発払班長用務会計

年度任用職員 
②競輪事業発払副班長用務会

計年度任用職員 
③競輪事業発払・総務用務会

計年度任用職員 
④競輪事業自衛警備隊隊員用

務会計年度任用職員 
⑤競輪事業施設管理用務会計

年度任用職員 

①(1)車券売場における従事員の統括及び管理に関すること。 
(2)車券売場における発売及び支払に関すること。 

②(1)車券売場における従事員の統括及び管理に関して班長を補佐すること。 
(2)車券売場における発売及び支払に関すること。 

③(1) 車券売場における発売及び支払に関すること。 
(2)その他開催に関すること。 

④競輪場内における警備に関すること。 
⑤競輪場内施設の維持に関すること。 

①2 
②3 
③12 
④2 
⑤3 
 
 

公営事業部業務課 ①～④ 
公営事業部業務課 
⑤ 
公営事業部総務課 

①日額11,544円 
ランク外 
行政職給料表（２）２級３６号給

を準用 
②日額11,323円 
ランク外 
行政職給料表（２）２級３３号給

を準用 
③日額11,102円 
ランク外 
行政職給料表（２）２級３０号給

を準用 
④日額14,323円 
ランク外 
行政職給料表（２）２級４２号給

を準用 
⑤日額11,936円 
ランク外 
行政職給料表（２）２級４２号給

を準用 
（いずれも地域手当含む） 



37時間30分 ①～③及び⑤のいずれの職も以

下９種のシフト制 
❶8:30～15:45 
❷9:00～16:15 

❸9:30～16:45 

❹9:45～17:00 

❺10:00～17:15 

❻13:00～20:15 

❼13:45～21:00 

❽14:00～21:15 

❾16:30～23:45 

※休憩時間は、いずれも上記勤

務開始時間の３時間後に１時間を

取得 

④の職も以下３種のシフト制 
A 8:45～17:15 

B 12:30～21:00 

C 12:45～21:15 

※休憩時間は、いずれも上記勤

務開始時間の３時間30 分後に１

時間を取得 

 
 

❶11:30 

❷12:00 

❸12:30 

❹12:45 

❺13:00 

❻16:00 

❼16:45 

❽17:00 

❾19:30 
 
 
 

 
 
A 12:15 
B 16:00 
C 16:15 
 

 

①～③及び⑤のいずれの

職も１か月で最大27日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④の職も１か月で最大23

日 
 
 
 
 

①～③及び⑤のいずれの

職も勤務日以外 
４週につき４休以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④の職も勤務日以外 
４週につき8休以上 
 
 
 
 
 
 

勤務日が休日に該当した場合の当

該休日 

 

 

 

 


